
平成30年度以降の我が国水産動向



※本文中に記載のある、（特集第○節（○））等の表記は、特集の対応箇所を示しています。
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（１）　我が国周辺の水産資源

ア　我が国の漁業の特徴
（我が国周辺水域が含まれる太平洋北西部海域は、世界で最も生産量が多い海域）
　我が国周辺水域が含まれる太平洋北西部海域は、世界で最も生産量が多い海域であり、平
成30（2018）年には、世界の漁業生産量の21％に当たる2,033万トンの生産量があります（図
１−１）。
　この海域に位置する我が国は、広大な領海及び排他的経済水域（EEZ）＊１を有しており、
南北に長い我が国の沿岸には多くの暖流・寒流が流れ、海岸線も多様であることから、その
周辺水域には、世界127種の海生ほ乳類のうちの50種、世界約１万５千種の海水魚のうちの
約3,700種（うち日本固有種は約1,900種）＊２が生息しており、世界的に見ても極めて生物多
様性の高い海域となっています。
　このような豊かな海に囲まれているため、沿岸域から沖合・遠洋にかけて多くの漁業者が
多様な漁法で様々な魚種を漁獲しています。
　また、我が国は、国土の７割を占める森林の水源涵

か ん よ う

養機能や、世界平均の約２倍に達する
降水量等により豊かな水にも恵まれており、内水面においても地域ごとに特色のある漁業が
営まれています。

資料：FAO「Fishstat（Capture Production）」
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図1－1　世界の主な漁場と漁獲量

イ　資源評価の実施
（特集第３節（２）ア）

（資源評価対象魚種を50魚種から67魚種に拡大）
　水産資源は再生可能な資源であり、適切に管理すれば永続的な利用が可能です。水産資源

＊１　海上保安庁Webサイト（https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/ryokai_setsuzoku.html）によると、日本の
領海とEEZを合わせた面積は447万㎢とされている。なお、この中には、我が国の主権的権利を十全に行使できてい
ない北方四島周辺水域、日韓暫定水域、日中暫定措置水域等の水域が含まれる。

＊２　生物多様性国家戦略2012 ‐ 2020（平成24（2012）年９月閣議決定）による。
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の管理には、資源評価により資源量や漁獲の強さの水準と動向を推定し、結果に基づいて適
切な管理措置をとることが不可欠です。我が国では、国立研究開発法人水産研究・教育機構
を中心に、市場での漁獲物の調査、調査船による海洋観測及び漁獲調査等を通じて必要なデ
ータを収集するとともに、漁業によるデータも活用して、我が国周辺水域の主要な水産資源
について資源評価を実施しています。
　近年では、気候変動等の環境変動が資源に与える影響の把握や、外国漁船の漁獲の増加に
よる資源への影響の推定も、我が国の資源評価の課題となっています。このような状況を踏
まえ、今後とも、継続的な調査を通じてデータを蓄積するとともに、情報収集体制を強化し、
資源評価の精度の向上を図っていくことが必要です。
　このため、平成30（2018）年12月に成立した「漁業法等の一部を改正する等の法律＊１」に
よる改正後の「漁業法＊２」（以下「新漁業法」といいます。）では、農林水産大臣は、資源評
価を行うために必要な情報を収集するための資源調査を行うこととし、その結果に基づき、
最新の科学的知見を踏まえて、全ての有用水産資源について資源評価を行うよう努めるもの
とすることが規定されました。また、国と都道府県の連携を図り、より多くの水産資源に対
して効率的に精度の高い資源評価を行うため、都道府県知事は農林水産大臣に対して資源評
価の要請ができるとともに、その際、都道府県知事は農林水産大臣の求めに応じて資源調査
に協力することが規定されました。 
　これらを受け、令和元（2019）年度については、資源評価対象魚種を50魚種から67魚種に
拡大しました。
　また、マサバ太平洋系群等４魚種７系群については、新たな資源管理の実施に向け、過去
の推移に基づく資源の水準と動向の評価から、最大持続生産量（MSY）＊３を達成するため
に必要な「資源量」と「漁獲の強さ」を算出し、これらと比較した形で過去から現在までの
推移を神戸チャートにより示しました。

＊１　平成30（2018）年法律第95号
＊２　昭和24（1949）年法律第267号
＊３　現在の環境下において持続的に採捕可能な最大の漁獲量
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　「神戸チャート」は、資源量（横軸）と漁獲の強さ（縦軸）をMSYを達成する水準（MSY水準）と比

較した形で過去から現在までの推移を示したものです。資源が右下の緑の部分に分布するときは、資源

量も漁獲の強さも望ましい状態にあることを示し、資源が左上の赤の部分に分布するときは、資源量は

MSY水準よりも少なく、漁獲の強さも過剰であることを示します。

　なお、このチャートの名称は、平成19（2007）年に神戸で開催された第１回まぐろ類地域漁業管理機

関合同会合に由来しています。

図：神戸チャート

MSY水準の資源量

資源量の状態少ない 多い

MSY水準より少ない MSY水準より多い

MSY水準
より強い

MSY水準
より弱い

漁
獲
の
強
さ

強
い

弱
い

MSY水準の
漁獲の強さ

・資源量はＭSY水準よりも
少なく、漁獲の強さも過剰

・資源量はＭSY水準よりも
少ないが、漁獲の強さは適
切な状態

・資源量は適切な状態にある
が、漁獲の強さは過剰

・資源量も漁獲の強さも適切
な状態

ウ　我が国周辺水域の水産資源の状況
（48魚種80系群のうち、資源水準が高・中位にあるものが56％）
　令和元（2019）年度の我が国周辺水域の資源評価結果によれば、資源の水準と動向を評価
した48魚種80系群＊１のうち、資源水準が高位にあるものが19系群（24％）、中位にあるもの
が26系群（32％）、低位にあるものが35系群（44％）と評価されました（図１−２）。魚種・
系群別に見ると、マイワシ太平洋系群やマアジ対馬暖流系群については資源量に増加の傾向
が見られる一方で、スルメイカ冬季発生系群やカタクチイワシ太平洋系群については資源量
に減少の傾向が見られています。

＊１　１つの魚種の中で、産卵場、産卵期、回遊経路等の生活史が同じ集団。資源変動の基本単位。
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資料：水産庁・（研）水産研究・教育機構「我が国周辺水域の漁業資源評価」に基づき水産庁で作成
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図1－2　我が国周辺の資源水準の状況と推移（資源評価対象魚種）

　また、資源の水準と動向を評価した魚種のうち、我が国の漁業や国民生活の上で特に主要
な魚種＊１の13魚種33系群について見てみると、令和元（2019）年度には、資源水準が高位に
あるものが９系群（27％）、中位にあるものが14系群（43％）、低位にあるものが10系群（30
％）となりました（図１−３）。近年、主要魚種の資源水準は７割が中位又は高位にあります。

資料：水産庁・（研）水産研究・教育機構「我が国周辺水域の漁業資源評価」に基づき水産庁で作成
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図1－3　我が国周辺の資源水準の状況と推移（主要魚種）

　なお、新たな資源管理の実施に向け、マサバ２系群（太平洋系群、対馬暖流系群）、ゴマ
サバ２系群（太平洋系群、東シナ海系群）、スケトウダラ２系群（日本海北部系群、太平洋
系群）、ホッケ道北系群の４魚種７系群については、MSYをベースとした資源評価が行われ
るとともに、資源管理目標案と漁獲シナリオ案等が公表されました（図１−４）。

＊１　１）漁獲可能量（TAC）制度対象魚種（国際機関により資源評価が行われているクロマグロ及びサンマを除く。）、
２）漁獲量が１万トン以上で生産額が100億円以上の魚種、又は３）生産額が10億円以上で国の資源管理指針に記載
されている魚種のいずれかに該当する魚種。



98

第
１
部

第
１
章

資料：水産庁・（研）水産研究・教育機構「我が国周辺水域の漁業資源評価」
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ア　我が国の資源管理制度
（特集第３節（２）ア）

（持続的な水産資源の利用確保のため、水産資源の保存及び管理が重要）
　資源管理の手法は、１）漁船の隻数や規模、漁獲日数等を制限することによって漁獲圧力
を入り口で制限する投入量規制（インプットコントロール）、２）漁船設備や漁具の仕様を
規制すること等により若齢魚の保護等特定の管理効果を発揮する技術的規制（テクニカルコ
ントロール）、３）漁獲可能量（TAC：Total Allowable Catch）の設定等により漁獲量を制
限し、漁獲圧力を出口で制限する産出量規制（アウトプットコントロール）の３つに大別さ
れます（図１−５）。我が国では、各漁業の特性や関係する漁業者の数、対象となる資源の
状況等により、これらの管理手法を使い分け、組み合わせながら資源管理を行ってきました。
　一方で、我が国においては、漁業生産量が長期的に減少傾向にあるという課題に直面して
います。その要因は、海洋環境の変化や、周辺水域における外国漁船の操業活発化等、様々
な要因が考えられますが、より適切に資源管理を行っていれば減少を防止・緩和できた水産
資源も多いと考えています。このような状況の中、将来にわたって持続的な水産資源の利用
を確保するため、新漁業法においては、水産資源の保存及び管理を適切に行うことを国及び
都道府県の責務とするとともに、漁獲量がMSYを達成することを目標として、資源を管理し、
管理手法はTACを基本とすることとされました。目標を設定することにより、関係者が、
いつまで、どれだけ我慢すれば、資源状況はどうなるのか、それに伴い漁獲がどれだけ増大
するかが明確に示されます。これにより、漁業者は、ただ単に将来の資源の増加と安定的な
漁獲が確保されるだけでなく、長期的な展望を持って計画的に経営を組み立てることができ
るようになります。この資源管理目標を設定する際には、漁獲シナリオや管理手法について、
実践者となる漁業者を始めとした関係者間での丁寧な意見交換を踏まえて決定していくこと
としています。
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　なお、TACによる管理に加え、これまで行われていた漁業時期、漁具の制限等のTAC以
外の手法による管理についても、実態を踏まえて組み合わせ、水産資源の保存及び管理を適
切に行うこととしています。 
 

投入量規制
（インプット
コントロール）

技術的規制
（テクニカル
コントロール）

産出量規制
（アウトプット
コントロール）

例：漁船隻数・トン数の制限

例：若齢魚の漁獲制限

例：漁具の仕様の制限

例：禁漁区・禁漁期間の設定 

例：漁獲可能量（TAC）の設定

例：漁獲努力可能量（TAE）の管理

図1－5　資源管理手法の相関図

（沿岸の漁業は漁業権制度、沖合・遠洋漁業は漁業許可制度で管理）
　沿岸の定着性の高い資源を対象とした採貝・採藻等の漁業、一定の海面を占有して営まれ
る定置網漁業や養殖業、内水面漁業等については、都道府県知事が漁業協同組合（以下「漁
協」といいます。）やその他の法人等に漁業権を免許します。例えば、共同漁業権を免許さ
れた漁協は、漁業を営む者の資格の制限（投入量規制）、漁具・漁法の制限や操業期間の制
限（技術的規制）等、地域ごとの実情に即した資源管理措置を含む漁業権行使規則を策定し、
これに沿って漁業が営まれます。漁業権漁業が営まれる水面（漁場）は、時期に応じて立体
的・重複的に利用されています（図１−６）。
　一方、より漁船規模が大きく、広い海域を漁場とする沖合・遠洋漁業については、資源に
与える影響が大きく、他の地域や他の漁業種類との調整が必要な場合もあることから、農林
水産大臣又は都道府県知事による許可制度が設けられています。許可に際して漁船隻数や総
トン数の制限（投入量規制）を行い、さらに、必要に応じて操業期間・区域、漁法等の制限
又は条件（技術的規制）を付すことによって資源管理を行っています。
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（ぶり）（通年）

特定区画漁業権
（ぶり）（通年）

特定区画漁業権
（のり）
（10～ 3月）

図1－6　漁業権制度及び漁業許可制度の概念図

（漁獲量の８割がTAC魚種となることを目指す）
　現在のTAC制度は、１）漁獲量及び消費量が多く国民生活上又は漁業上重要な魚種、２）
資源状態が悪く緊急に管理を行うべき魚種、又は３）我が国周辺で外国漁船により漁獲され
ている魚種のいずれかであって、かつ、TACを設定するための十分な科学的知見がある８
魚種＊１を対象に、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律＊２」（以下「TAC法」といい
ます。）に基づいて実施されています。
　TAC魚種においては、安定した加入が見込める最低限の親魚資源量（Blimit）への維持・

＊１　クロマグロ、サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、サバ類（マサバ及びゴマサバ）、スルメイカ及びズワイ
ガニ

＊２　平成８（1996）年法律第77号
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回復を目指して、毎年、資源評価の結果等に基づいてTAC数量が決定されるとともに、国
が管理する漁業（指定漁業等）と都道府県ごとに配分されます。配分された数量は、更に漁
業者による自主的な協定等に基づいて海域ごと・時期ごとに細分されるなど、操業を調整し
ながら安定的な漁獲が行われる仕組みがとられています。
　今般の漁業法の改正により、TAC制度は新漁業法に基づいて実施されることになりまし
た。新しいTAC制度では、TACによる管理を行う資源は、農林水産大臣が定める資源管理
基本方針において、「特定水産資源」として定められます。特定水産資源については、それ
ぞれ、資源評価に基づき、MSYを達成する資源水準の値（目標管理基準値）や、乱かくを
未然に防止するための値（限界管理基準値）などの資源管理の目標を設定し、その目標を達
成するようあらかじめ定めておく漁獲シナリオに則してTACを決定するとともに、限界管
理基準値を下回った場合には目標管理基準値まで回復させるための計画を定めて実行するこ
ととなりました。
　現在、TAC魚種は漁獲量の６割を占めていますが、新漁業法の下では、魚種を順次拡大し、
漁獲量の８割がTAC魚種となることを目指すこととしています。

（大臣許可漁業からIQ方式を順次導入）
　TACを個々の漁業者又は漁船ごとに割り当て、割当量を超える漁獲を禁止することによ
りTACの管理を行う漁獲割当て（IQ）方式は、産出量規制の１つの方式です。我が国は、
ミナミマグロ及び大西洋クロマグロを対象とする遠洋まぐろはえ縄漁業とベニズワイガニを
漁獲する日本海べにずわいがに漁業に対して国によるIQ方式を導入しています。
　一方で、これまでの我が国EEZ内のTAC制度の下での漁獲量の管理は、漁業者の漁獲を
総量管理しているため、漁業者間の過剰な漁獲競争が生ずることや、他人が多く漁獲するこ
とによって自らの漁獲が制限されるおそれがあることといった課題が指摘されてきました。
そこで、新漁業法では、TACの管理については、船舶等ごとに数量を割り当てるIQを基本
とすることとされました。
　なお、これまで、北部太平洋で操業する大中型まき網漁業を対象に、サバ類についてIQ
方式による管理が試験的に実施されてきましたが、IQ方式の導入によって漁業者の責任が
明確化されることにより、より確実な数量管理が可能となるとともに、割り当てられた漁獲
量を漁業者の裁量で計画的に消化することで効率的な操業と経営の安定が期待されます。
　IQ方式を導入するには、個別の船舶等の漁獲量を正確かつ迅速に把握する必要がありま
す。このため、対象の船舶や水揚港、水揚げの頻度が限られ、漁獲量の管理が比較的容易な
大臣許可漁業から順次導入していくことを想定しており、準備の整っていない管理区分にお
ける漁獲量管理は、漁獲量の合計による管理を行うこととしています。特に、多種多様な魚
種を漁獲対象とする沿岸漁業については、IQ方式導入に当たっての課題の解消状況を漁業・
地域ごとに見極めつつ、準備が整ったものから導入の可能性を検討していくこととしていま
す。
　また、IQの移転については、船舶の譲渡等一定の場合に限定するとともに、大臣等の認
可を必要とすることとしました。
　さらに、漁船漁業の目指すべき将来像として、漁獲対象魚種の相当部分がIQ管理の対象
となった船舶については、トン数制限など船舶の規模に関する制限を定めないこととしてい
ます。これにより、生産コストの削減、漁船の居住性・安全性・作業性の向上、漁獲物の鮮
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度保持による高付加価値化等が図られ、若者に魅力ある漁船の建造が行われると考えられま
す。なお、このような船舶については、他の漁業者の経営に悪影響を生じさせないため、国
が責任をもって関係漁業者間の調整を行い、操業期間や区域、体長制限等の資源管理措置を
講ずることにより、資源管理の実施や紛争の防止が確保されていることを確認することとし
ています。

イ　資源管理計画に基づく共同管理の取組
（特集第１節（５）イ、第３節（２）ア）

（資源管理計画は、新漁業法に基づく「資源管理協定」へと順次移行）
　我が国の資源管理においては、法制度に基づく公的な規制に加えて、休漁、体長制限、操
業期間・区域の制限等の漁業者自身による自主的な取組が行われています。このような自主
的な取組は、資源や漁業の実態に即した実施可能な管理手法となりやすく、また、資源を利
用する当事者同士の合意に基づいていることから、相互監視が効果的に行われ、ルールが遵
守されやすいという長所があります。公的機関と漁業者が資源の管理責任を共同で担い、公
的規制と自主的取組の両方を組み合わせて資源管理を実施することを共同管理（Co-
management）といい、特に小規模漁業において重要性が増しつつあると国際連合食糧農業
機関（FAO）で紹介されています。
　平成23（2011）年度からは、「資源管理指針」を国及び都道府県が策定し、これに沿って、

「資源管理計画」を関係する漁業者団体が作成・実践する資源管理体制を実施しています。
また、計画的な資源管理の取組を「漁業収入安定対策＊１」により支援しています（図１−７）。
　さらに、漁業者自身による自主的な資源管理をより効果的なものとすることを目指して、
これまで行われてきた「資源管理指針」に基づく「資源管理計画」は、新漁業法に基づく「資
源管理協定」へと順次移行していくこととなります（図１−８）。

積立ぷらす（国と漁業者の
積立て方式）の発動ライン
（原則９割）

漁業共済（掛捨て方
式）の発動ライン
（原則８割）

漁業収入安定対策事業の実施

漁業共済・積立ぷらすを活用して、資源
管理等の取組に対する支援を実施。
　基準収入（注）から一定以上の減収が
生じた場合、「漁業共済」（原則８割まで）、
「積立ぷらす」（原則９割まで）により減
収を補てん
　漁業共済の掛金の一部を補助
※　補助額は、積立ぷらすの積立金（漁業
者１：国３）の国庫負担分、共済掛金の
30％（平均）に相当

資源管理への取組
　国・都道府県が作成する「資源管
理指針」に基づき、漁業者（団体）
が休漁、漁獲量制限、漁具制限等の
自ら取り組む資源管理措置について
記載した資源管理計画を作成し、こ
れを確実に実施。
　養殖の場合、漁場改善の観点から、
持続的養殖生産確保法に基づき、漁
業協同組合等が作成する漁場改善計
画において定める適正養殖可能数量
を遵守。

（注）基準収入：個々の漁業者の直近５年の収
入のうち、最大値と最小値を除いた中庸
３か年（５中３）の平均値

収入変動

100

基準収入（注）

図1－7　漁業収入安定対策の概要

＊１　平成23（2011）～26（2014）年度は「資源管理･収入安定対策」という名称
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図1－8　資源管理計画から資源管理協定への移行のイメージ

（非TAC魚種の場合） 資源管理計画
「自主的取組」

●網目制限
●漁場造成・保全

資源管理協定
「自主的取組」

●網目制限
●漁場造成・保全
●保護区の設定

「資源管理目標」
今後５年間で、
CPUEを10
年前の水準に
戻す 「公的規制」（調整規則）

●隻数制限、禁止期間

「公的規制」（調整規則）
●隻数制限、禁止期間

（TAC魚種の場合） 資源管理計画
「自主的取組」

●休漁
　（12月～翌年１月）

資源管理協定
「自主的取組」

●休漁（１月～２月）
●体長制限（３月）

「資源管理目標」
10年後までに、
MSYを達成す
る資源量に回
復 「公的規制」（漁業法）

●TAC管理
「公的規制」（漁業法）
●TAC管理

資源管理の状況の
評価・検証を定期
的に行い、管理措
置をより効果的な
ものにバージョン
アップ

ウ　太平洋クロマグロの資源管理
（特集第１節（５）イ）

（太平洋クロマグロは、TAC法に基づく管理措置を実施）
　太平洋クロマグロについては、中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）＊１の合意を受け、
平成23（2011）年から大中型まき網漁業による小型魚（30kg未満）の管理を行ってきました。
平成26（2014）年12月のWCPFCの決定事項に従い、平成27（2015）年１月からは小型魚の
漁獲を基準年（平成14（2002）～16（2004）年）の水準から半減させる厳しい措置と、大型
魚（30kg以上）の漁獲を基準年の水準から増加させない措置を導入し、大中型まき網漁業
に加えて、近海かつお・まぐろ漁業等の大臣管理漁業や、定置漁業等の知事管理漁業におい
ても漁獲管理を開始しました。
　平成30（2018）年漁期＊２からは、TAC法に基づく管理措置に移行しましたが、その年の
最終的な漁獲実績は、小型魚は漁獲上限3,367トンに対して2,278トン、大型魚は漁獲上限
4,646トンに対して3,815トンとなり、漁獲上限を下回りました。
　また、令和元（2019）年漁期＊３の開始に当たっては、数量配分の透明性を確保するため、
農林水産大臣の諮問機関である水産政策審議会の資源管理分科会にくろまぐろ部会を設置
し、沿岸・沖合・養殖の各漁業者の意見を踏まえ令和元（2019）年漁期以降の配分の考え方
を取りまとめました。令和元（2019）年漁期以降は、くろまぐろ部会の配分の考え方に基づ
き基本計画を策定しています。
　また、太平洋クロマグロの来遊状況により配分量の消化状況が異なることから、やむを得
ず漁獲した場合に放流する地域がある一方で、配分量を残して漁期を終了する地域も発生し
ていることを踏まえ、くろまぐろ部会で都道府県や漁業種類の間で漁獲枠を融通するルール
を作り、漁獲枠の有効活用を図っています。
　令和２（2020）年３月現在において、小型魚の漁獲実績は漁獲上限3,757トンに対して
2,731トン、大型魚の漁獲実績は漁獲上限5,132トンに対して4,501トン（いずれも令和２

＊１　WCPFCについては、161ページ参照。
＊２　平成30（2018）年漁期（第４管理期間）の大臣管理漁業の管理期間は１～12月、知事管理漁業の管理期間は７～

翌３月。
＊３　令和元（2019）年漁期（第５管理期間）の大臣管理漁業の管理期間は１～12月、知事管理漁業の管理期間は４～

翌３月。
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（2020）年３月19日時点速報値）となっています。

　太平洋クロマグロについては、WCPFCの決定を受け、漁業者に対しては、TAC法に基づき、TACによ

る管理が行われています。

　一方、遊漁に対しては、同様の管理措置がないため、漁業関係者より早急な対応が要望されています。

水産庁は都道府県や遊漁団体等と協力して、遊漁者及び遊漁船業者に対して、漁業者の取組について周

知を図り、資源管理に対する協力を求めています。

　具体的には、各都道府県のクロマグロの管理状況を水産庁ホームページに掲載し、報道機関や遊漁団

体に対しても情報を共有するとともに、クロマグロを対象にした釣りの自粛や30kg未満のクロマグロの

リリースなどの協力を要請しています。

　なお、遊漁者による採捕数量は都道府県の配分量の中で管理することとしており、TAC法に基づくク

ロマグロの採捕停止命令が出された際は、当該都道府県の水面で遊漁をする者も対象となります。

　遊漁は地域活性化策としても期待される一方で、資源管理の重要性が高まる中で、遊漁における資源

管理の取組を図ることが必要となってきています。このため、水産庁では、遊漁と漁業の共存及び資源

管理に関する検討を令和元（2019）年度より開始したところであり、今後もこれを進めていきます。

（３）　実効ある資源管理のための取組

ア　我が国の沿岸等における密漁防止・漁業取締り
（漁業者以外による密漁の増加を受け、大幅な罰則強化）
　水産庁が各都道府県を通じて取りまとめた調査結果によると、平成30（2018）年の全国の
海上保安部、都道府県警察及び都道府県における漁業関係法令違反の検挙件数は、1,569件（う
ち海面1,484件、内水面85件）となりました。近年では、漁業者による違反操業が減少して
いる一方、漁業者以外による密漁が増加し、反社会的勢力等による密漁は悪質化・巧妙化し
ています（図１−９）。
　アワビ、サザエ等のいわゆる磯根資源は、多くの地域で共同漁業権の対象となっており、
関係漁業者は、種苗放流、禁漁期間・区域の設定、漁獲サイズの制限等、資源の保全と管理

遊漁者へ協力を呼びかけるポスター及びリーフレット
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のために多大な努力を払っています。一方、こうした磯根資源は、容易に採捕できることか
ら密漁の対象とされやすく、反社会的勢力による資金獲得を目的とした組織的な密漁も横行
しています。また、資源管理のルールを十分に認識していない一般市民による個人的な消費
を目的とした密漁も各地で発生しています。このため、一般市民に対するルールの普及啓発
を通じ密漁の防止を図るとともに、関係機関が緊密に連携して取締りを強化していくことが
重要です。
　我が国では、海上保安官及び警察官とともに、水産庁等の職員から任命される漁業監督官
や都道府県職員から任命される漁業監督吏員が取締任務に当たるとともに、各地の漁業者も、
漁協を中心として、資源管理のルールの啓発、夜間や休漁中の漁場の監視や通報等の密漁防
止活動に取り組んでいます。
　さらに、密漁の抑止や密漁品の流通の防止のため、多くの都道府県において体長制限等の
資源管理のルールに従わずに採捕されたアワビやナマコ等の所持・販売が禁止されており、
一部の都道府県では、漁業者と流通業者が連携し、漁協等が発行した証明書のないものは市
場で取り扱わないとするなどの流通対策も行われています。
　以上のような背景を踏まえ、新漁業法では、犯罪者に対して効果的に不利益を与え、密漁
の抑止を図るため、特定の水産動植物を採捕する者への罰則を新設するなど、大幅な罰則強
化が図られました。新設された採捕禁止違反の罪、密漁品譲受等の罪に科される３千万円と
いう罰金額は個人に対する罰金としては最高額であり、密漁の抑止に大きな効果が期待され
ます（表１−１）。

資料：水産庁調べ

2,000
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0

件

昭和57
（1982）

平成2
（1990）

61
（1986）

18
（2006）

14
（2002）

10
（1998）

6
（1994）

漁業者以外によるもの

漁業者によるもの

22
（2010）

30
（2018）

26
（2014）

年

図1－9　我が国の海面における漁業関係法令違反の検挙件数の推移

 現　　行 （なし） ３年以下の懲役 20万円以下の罰金
   200万円以下の罰金 
  ↓ ↓ ↓
 新漁業法 ３年以下の懲役 ３年以下の懲役 100万円以下の罰金
  3,000万円以下の罰金 300万円以下の罰金

採捕禁止違反の罪
密漁品譲受等の罪 無許可漁業等の罪 漁業権侵害の罪

表1－1　新漁業法に基づく罰則強化の概要
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イ　外国漁船の監視・取締り
（我が国の漁業秩序を脅かす外国漁船の違反操業に厳正に対応）
　我が国の周辺水域においては、二国間の漁業協定等に基づき、外国漁船がEEZにて操業す
るほか、EEZ境界線の外側付近においても多数の外国漁船が操業しており、水産庁は、これ
ら外国漁船が違反操業を行うことのないよう、漁業取締りを実施しています。水産庁による
令和元（2019）年の外国漁船への取締実績は、立入検査８件、拿

だ ほ

捕１件、我が国EEZで発見
された外国漁船によるものとみられる違法設置漁具の押収37件でした（図１−10）。また、
サンマやサバなどを管理する北太平洋漁業委員会（NPFC）において、外国漁船に対する公
海乗船検査ができることになったことから、NPFCの資源管理措置の遵守を確認するため、
３件の乗船検査を実施しました。
　日本海大

や ま と

和堆
た い

周辺の我が国EEZでの北朝鮮及び中国漁船による操業については、違法であ
るのみならず、我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題となっています。
このため、我が国漁業者が安全に操業できる状況を確保することを第一に、水産庁は、多数
の北朝鮮漁船等の操業を防止するためには、放水等の厳しい措置により我が国EEZから退去
させることが最も効果的であると考え、漁業取締船を同水域に重点的に配備するとともに、
海上保安庁とも連携し、対応しています。令和元（2019）年の水産庁による退去警告隻数は
延べ5,122隻でした。そのような中で、令和元（2019）年10月７日、大和堆周辺の我が国
EEZにおいて漁業取締船が退去警告を行っていたところ、北朝鮮籍とみられる漁船と接触し、
当該漁船が沈没したため乗組員を救助する事案が発生しました。
　我が国としては、周辺水域における外国漁船の違法操業に対応するため、平成30（2018）
年１月に「漁業取締本部」を設置したところであり、さらに、令和元（2019）年度には55年
ぶりに新造した１隻と、既存の取締船を大型化して更新した１隻の合わせて２隻の新型漁業
取締船を新潟及び境

さかいみなと

港に配備するなど、漁業取締体制の強化を図っているところです。
　水産庁では、引き続き、違反操業が多発する水域・時期において重点的かつ効果的な取締
りを実施することによって、我が国の漁業秩序を脅かす外国漁船の違反操業に厳正に対応す
ることとしています。

資料：水産庁調べ
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（４）　資源を積極的に増やすための取組

ア　種苗放流の取組
（特集第１節（５）ア）

（全国で約70種を対象とした水産動物の種苗放流を実施）
　多くの水産動物は、産卵やふ化の後に捕食されるなどして、成魚まで育つものはごくわず
かです。このため、一定の大きさになるまで人工的に育成し、ある程度成長してから放流す
ることによって資源を積極的に増やしていく種苗放流の取組が各地で行われています。
　現在、都道府県の栽培漁業センター等を中心として、ヒラメ、マダイ、ウニ類、アワビ類
等、全国で約70種を対象とした水産動物の種苗放流が実施されています（表１−２）。
　なお、国では、放流された種苗を全て漁獲するのではなく、親魚となったものの一部を獲
り残して次世代の再生産を確保する「資源造成型栽培漁業」の取組を引き続き推進していま
す。また、種苗放流等は資源管理の一環として実施することとし、１）従来実施してきた事
業は、資源評価を行い、事業の資源造成効果を検証し、検証の結果、資源造成の目的を達成
したものや効果の認められないものは実施しない、２）資源造成効果の高い手法や対象魚種
は、今後も事業を実施するが、その際、都道府県と適切に役割を分担し、ヒラメやトラフグ
のように都道府県の区域を越えて移動する広域回遊魚種等は、複数の都道府県が共同で種苗
放流等を実施する取組を促進することなどにより、効果のあるものを見極めた上で重点化す
ることとしています。
　また、「秋サケ」として親しまれている我が国のサケ（シロサケ）は、親魚を捕獲し、人
工的に採卵、受精、ふ化させて稚魚を河川に放流するふ化放流の取組により資源が造成され
ていますが、近年、放流した稚魚の回帰率の低下により、資源が減少しています。気候変動

日本海大和堆周辺水域において中国漁船に対し放水する漁業取締船

北太平洋公海において乗船検査のため移乗する漁業監督官
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による海洋環境の変化が、海に降
く だ

った後の稚魚の生残に影響しているとの指摘もあり、国で
は、環境の変化に対応した放流手法の改善の取組等を支援しています。

（単位：万尾（万個））
平成21年度
（2009）

22
（2010）

23
（2011）

24
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

29
（2017）

28
（2016）

ア ワ ビ 類 2,470 2,318 1,362 1,251 1,250 1,458 2,190 1,966 2,043
ウ　ニ　類 6,618 7,066 5,799 6,325 5,876 6,503 6,065 6,168 6,299
ホタテガイ 326,369 318,334 318,095 329,632 318,183 320,769 350,303 351,080 344,506
マ　ダ　イ 1,407 1,424 1,223 1,104 1,012 994 960 827 910
ヒ　ラ　メ 2,191 1,994 1,589 1,549 1,632 1,424 1,414 1,520 1,541
クルマエビ 10,727 10,634 10,795 13,284 12,422 10,730 9,251 8,563 7,444
 186,400 180,700 164,400 162,100 177,200 177,700 176,700 163,000 155,900サケ（シロサケ） 

資料：（研）水産研究・教育機構・（公社）全国豊かな海づくり推進協会「栽培漁業・海面養殖用種苗の生産・入手・放流実績」

地先種

 広域種

表1－2　種苗放流の主な対象種と放流実績

　全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護・管理と海や湖沼・河川の環境保全の大切さを広く国民

に訴えるとともに、つくり育てる漁業の推進を通じて、明日の我が国漁業の振興と発展を図ることを目

的として、昭和56（1981）年に大分県において第１回大会が開催されて以降、毎年開催されています。

　令和元（2019）年９月に秋田県で開催された「天皇陛下御即位記念第39 回全国豊かな海づくり大会・

あきた大会」は、天皇陛下御即位記念の慶祝行事として、「海づくり　つながる未来　豊かな地域」を大

会テーマに開催されました。

　式典行事では、豊かな海を願い、天皇皇后両陛下によるハタハタ、サクラマス、エゾアワビ、ワカメ

の稚魚等のお手渡しが行われ、お手渡しを受けた稚魚等は、後日、秋田県内の各地で放流等が行われま

した。

　次回の第40回大会は、令和２（2020）年９月に、「よみがえる　豊かな海を　輝く未来へ」を大会テ

ーマに宮城県石
いしのまき

巻市で開催される予定です。　

稚魚等をお手渡しになる天皇皇后両陛下
（写真提供：秋田県）
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イ　沖合域における生産力の向上
（特集第１節（６）イ）

（水産資源の保護・増殖のため、保護育成礁やマウンド礁の整備を実施）
　沖合域は、アジ、サバ等の多獲性浮魚類、スケトウダラ、マダラ等の底魚類、ズワイガニ
等のカニ類など、我が国の漁業にとって重要な水産資源が生息する海域です。これらの資源
については、種苗放流によって資源量の増大を図ることが困難であるため、資源管理と併せ
て生息環境を改善することにより資源を積極的に増大させる取組が重要です。
　これまで、各地で人工魚礁等が設置され、水産生物に産卵場、生息場、餌場等を提供し、
再生産力の向上に寄与しています。また、国では、沖合域における水産資源の増大を目的と
して、ズワイガニ等の生息海域にブロック等を設置することにより産卵や育成を保護し増殖
を図るための保護育成礁や、上層と底層の海水が混ざり合う鉛直混合＊１を発生させることで
海域の生産力を高めるマウンド礁の整備を実施しており、水産資源の保護・増殖に大きな効
果が見られています（図１−11）。

保護育成礁
マウンド礁

ズワイガニ

アカガレイ

保護育成礁内のズワイガニの生息密度は増加傾向にあり、
礁外の一般海域と比べ約２倍となっている。

マウンド礁周辺のマアジの平均体重は、一般海域と
比べ約1.4倍となっている。

籠調査から推定したズワイガニ平均生息密度の経年変化

マウンド礁と一般海域のマアジの体重比較
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図1－11　国のフロンティア漁場整備事業の概要

①整備箇所 ②保護育成礁の対象水産動物と保護効果

③マウンド礁のメカニズムと増殖効果
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＊１　上層と底層の海水が互いに混ざり合うこと。鉛直混合の発生により底層にたまった栄養塩類が上層に供給され、
植物プランクトンの繁殖が促進されて海域の生産力が向上する。
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ウ　内水面における資源の増殖と漁業管理
（特集第３節（２）エ）

（資源の維持増大や漁場環境の保全のため、種苗放流や産卵場の整備を実施）
　河川・湖沼等の内水面では、「漁業法」に基づき、魚類の採捕を目的とする漁業権の免許
を受けた漁協には資源を増殖する義務が課される一方、その経費の一部を賄うために遊漁者
から遊漁料を徴収することが認められています。これは、一般に海面と比べて生産力が低い
ことに加え、遊漁者等、漁業者以外の利用者も多く、採捕が資源に与える影響が大きいため
です。こうした制度の下、内水面漁協が主体となってアユやウナギ等の種苗放流や産卵場の
整備を実施し、資源の維持増大や漁場環境の保全に大きな役割を果たしています。
　このような内水面における増殖活動の重要性を踏まえ、平成30（2018）年12月に成立した

「漁業法等の一部を改正する等の法律」による「水産業協同組合法＊１」の改正によって、内
水面の漁協における個人の正組合員資格について、従来の「漁業者」、「漁業従事者」、「水産
動植物を採捕する者」及び「養殖する者」に加え、「水産動植物を増殖する者」を新たに追
加するとともに、河川と湖沼の組合員資格を統一しました。

　内水面は、アユ等の和食文化と密接に関わる水産物を供給するだけではなく、釣りなどの自然と親し

む機会を提供しており、豊かな国民生活の形成に大きく寄与しています。

　しかし、内水面漁場を管理している内水面漁協の多くは、組合員が高齢化・減少しているほか、オオ

クチバス等の外来生物やカワウによるアユ等の水産資源の捕食による収益悪化等により効果的な漁場管

理が困難になってきており、漁場を有効かつ効率的に活用していけるよう、早急に内水面漁協の体質強

化を図っていく必要があります。

　そのため、水産庁では、令和元（2019）年度から「やるぞ内水面漁業活性化事業」を新たに立ち上げ、

全国の内水面漁協等のモデルとなるような漁場管理や内水面漁業活性化等のための先進的な取組を支援

しています。

　初年度である令和元（2019）年度は、全国で12

団体が本事業に採択され、放流に頼らない漁場維

持、複数漁協が連携した漁場管理、インターネッ

トを活用することによる遊漁券販売・監視の効率

化などの様々な取組が各地で行われています。

　この取組の内容や成果が、令和２（2020）年２

月18日に東京国際フォーラムで開催された成果報

告会で発表され、全国から多くの内水面漁協関係

者が参加しました。今後、内水面漁業の活性化に

向けて積極的に取り組んでいただくことが期待さ

れます。

＊１　昭和23（1948）年法律第242号

やるぞ内水面報告会の様子
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表：令和元（2019）年度やるぞ内水面漁業活性化事業における先進的内水面漁場管理
　　推進事業実施者と取組内容

実施者 取組内容

 朱太川漁業協同組合 資源量モニタリングに基づいた、種苗放流に頼らないアユ漁場維持の実践。 （北海道）
 米代川水系サクラマス協議会 ICTを使った監視の効率化と漁場整備。 （秋田県）
 栃木県漁業協同組合連合会  ICTを活用した漁獲データの収集（遊漁者からの情報収集）による漁獲量の推定。 （栃木県）
 小田原市内水面漁業活性化協議会 小田原市２漁協の連携した漁場管理・情報発信による釣り人・組合員の増加。 （神奈川県）
 魚沼漁業協同組合 魚沼漁業協同組合中長期ビジョンの新規事業展開に向けた事業実施のためのプロジェク
 （新潟県） トチームの設置及び事業検討。「天然遡上アユ資源の回復」の検討、実施。
 奥越漁業協同組合 自然体験プログラムを開発・提供することで多くの奥越ファンを獲得し、遊漁者の拡大
 （福井県） と新たな組合員の確保。
 太田川漁業協同組合 “放流アユ×餌釣り”によるファミリーやレジャーを強く意識した特定区（釣堀的利用）
 （静岡県） の設置。
 名倉川漁業協同組合 女性客や家族連れ釣り人を増やすための取組。釣り人による監視組織「段戸川倶楽部」
 （愛知県） を運営するために必要なマニュアルの作成。
 愛知川漁業協同組合 IoTカメラ・AIシステムと鮎ルアーを利用した漁協経営向上。 （滋賀県）
 京の川の恵みを活かす会 川魚の魅力創造及び発信拠点の創出。 （京都府）
 京都府内水面漁業協同組合連合会 友鮎ルアー釣りの普及による新規遊漁者の増加に向けた取組。 （京都府）
 和歌山県内水面漁業協同組合連合会 アマゴ釣りキャッチ＆リリース区及び冬季釣場設置による釣人誘致。 （和歌山県）

（５）　漁場環境をめぐる動き

ア　藻場・干潟の保全と再生
（特集第１節（２））

（生態系全体の生産力の底上げのため、藻場・干潟の保全や機能の回復が重要）
　藻場は、繁茂した海藻や海草が水中の二酸化炭素を吸収して酸素を供給し、水産生物に産
卵場所、幼稚仔魚等の生息場所、餌場等を提供するなど、水産資源の増殖に大きな役割を果
たしています。また、河口部に多い干潟は、潮汐の作用により、陸上からの栄養塩や有機物
と海からの様々なプランクトンが供給されることにより、高い生物生産性を有しています。
藻場・干潟は、二枚貝等の底生生物や幼稚仔魚の生息場所となるだけでなく、こうした生物
による水質の浄化機能や、陸から流入する栄養塩濃度の急激な変動を抑える緩衝地帯として
の機能も担っています。
　しかしながら、こうした藻場・干潟は、沿岸域の開発等により面積が減少しています。ま
た、現存する藻場・干潟においても、海水温の上昇に伴う海藻の立ち枯れや種組成の変化、
海藻を食い荒らすアイゴ等の植食性魚類の活発化や分布の拡大による藻場への影響や、貧酸
素水塊の発生、陸上からの土砂の供給量の減少等による藻場・干潟の生産力の低下が指摘さ
れています。
　藻場・干潟の保全や機能の回復によって、生態系全体の生産力の底上げを図ることが重要
であり、国では、地方公共団体が実施する藻場・干潟の造成と、漁業者や地域住民等によっ
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て行われる食害生物の駆除や母藻の設置など藻場造成、干潟の耕
こ う う ん

耘等の保全活動が一体とな
った、広域的な対策を推進しています。

イ　内湾域等における漁場環境の改善
（特集第１節（２））

（漁場環境改善のため、適正養殖可能数量の設定等を推進）
　波の静穏な内湾域は、産卵場、生育場として水産生物の生活史を支えるだけでなく、様々
な漁業が営まれる生産の場ともなっています。しかしながら、窒素、リン等の栄養塩類、水
温、塩分、日照、競合するプランクトン等の要因が複合的に絡んで赤潮が発生し、養殖業を
中心とした漁業が大きな被害を受けることもあります。例えば、瀬戸内海における赤潮の発
生件数は、水質の改善等により昭和50年代の水準からはほぼ半減していますが、近年でも依
然として年間100件前後の赤潮の発生がみられています。
　国では、関係都道府県や研究機関等と連携して、赤潮発生のモニタリング、発生メカニズ
ムの解明、防除技術の開発等に取り組んでいます。また、「持続的養殖生産確保法＊１」に基
づき、漁協等が養殖漁場の水質等に関する目標、適正養殖可能数量、その他の漁場環境改善
のための取組等をまとめた「漁場改善計画」を策定し、これを「漁業収入安定対策＊２」によ
り支援しています。
　一方、近年、瀬戸内海を中心として、窒素、リン等の栄養塩類の減少、偏在等が海域の基
礎生産力を低下させ、養殖ノリの色落ちや、魚介類の減少の要因となっている可能性が、漁
業者や地方公共団体の研究機関から指摘されています。また、瀬戸内海におけるノリやワカ
メの色落ちは栄養塩不足（窒素不足）が原因であることがわかっています。このため、国で
は、栄養塩類が水産資源に与える影響の解明に関する調査・研究を行うとともに、漁業・養
殖業の状況等を踏まえつつ、生物多様性や生物生産性の確保に向けた栄養塩類の適切な管理
の在り方についての検討を進めています。また、赤潮の被害が発生した海藻類への適切な栄
養塩供給手法の開発を進めています。なお、令和元（2019）年６月から中央環境審議会にお
いて、国等の調査・研究の成果等を踏まえ、瀬戸内海における栄養塩類の管理の在り方等を
含め「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について」の審議が行われ、令和２

（2020）年３月に答申が取りまとめられました。
　新漁業法においては、漁協等が漁場を利用する者が広く受益する赤潮監視、漁場清掃等の
保全活動を実施する場合に、都道府県が申請に基づいて漁協等を指定し、一定のルールを定
めて沿岸漁場の管理業務を行わせることができる仕組みを新たに設けました。こうした仕組
みも活用し、将来にわたって良好な漁場が維持されることが期待されます。

　瀬戸内海では、高度経済成長期には、工場や家庭からの排水によって海域の富栄養化が進行し、赤潮

＊１　平成11（1999）年法律第51号
＊２　図１−７（102ページ）参照。
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が頻発したことで、漁業・養殖業が大きな被害を受けてきましたが、「水質汚濁防止法
＊１

」及び「瀬戸内

海環境保全特別措置法
＊２

」による対策が進められた結果、陸域からの栄養塩類の流入が減少し、赤潮の

発生も減少してきました。しかし、1990年代後半から海域の窒素やりんの濃度が低下し、養殖ノリの色

落ち被害だけでなく、漁獲量の減少につながっている可能性が指摘されています。

　兵庫県では、代表的な漁獲物であるイカナゴの漁獲量と栄養塩濃度が同調して減少しているとする調

査結果等を踏まえ、令和元（2019）年10月に「環境の保全と創造に関する条例」を改正し、公益社団法

人日本水産資源保護協会が作成した「水産用水基準」を参考に全国で初めて海水中の全窒素及び全りん

の濃度の水質目標値（下限値）を設定し、瀬戸内海の全窒素・全りん濃度が水質目標値（下限値）と環

境基準値
＊３

との間で適切な濃度となるよう、毎年度目標管理を行うこととしました。さらに、令和２

（2020）年３月には、開発したモデルシミュレーションを用いて、海域の貧栄養化が、植物プランクト

ン及び動物プランクトンの減少につながっており、その結果、主に動物プランクトンを餌とするイカナ

ゴの資源の長期的な減少に大きな影響を及ぼしていることを明らかにしました。
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図：栄養塩（溶存無機態窒素（DIN*4））濃度とイカナゴ（シンコ）漁獲量との関係

資料：兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター提供

冬季（前年11月～３月平均）の播磨灘のDIN濃度
播磨灘の標本漁協のシンコ漁獲量（３か年移動平均）

表：望ましい濃度の範囲（水質目標値（下限値）と環境基準値との間の濃度）

資料：兵庫県提供

全窒素 全りん

水域
類型

水質目標値
（下限値） 環境基準値 水質目標値

（下限値） 環境基準値

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

0.2～0.3mg／L

0.2～0.6mg／L

0.2～ １ mg／L

0.02～0.03mg／L

0.02～0.05mg／L

0.02～0.09mg／L

＊１　昭和45（1970）年法律第138号
＊２　昭和48（1973）年法律第110号
＊３　「水質汚濁に係る環境基準」（昭和46（1971）年環境庁告示第59号）で定められた値
＊４　植物が直接利用できる形態である、溶存無機態（アンモニア態、亜硝酸態、硝酸態）の窒素のこと。

（参考）
　　兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センターによる
　　モデルシミュレーション結果概要「豊かな瀬戸内海の再生を目指して」：
　　http://www.hyogo-suigi.jp/suisan/topics/pdf/ikanagopampf8p.pdf



114

第
１
部

第
１
章

ウ　河川・湖沼における生息環境の再生
（特集第３節（２）エ）

（内水面の生息環境や生態系の保全のため、魚道の設置等の取組を推進）
　河川・湖沼は、それ自体が水産生物を育んで内水面漁業者や遊漁者の漁場となるだけでな
く、自然体験活動の場等の自然と親しむ機会を国民に提供しています。また、河川は、森林
や陸域から適切な量の土砂や有機物、栄養塩類を海域に安定的に流下させることにより、干
潟や砂浜を形成し、海域における豊かな生態系を維持する役割も担っています。しかしなが
ら、河川を始めとする内水面の環境は、ダム・堰

え ん て い

堤等の構造物の設置、排水や濁水等による
水質の悪化、水の利用による流量の減少など人間活動の影響を特に強く受けています。この
ため、内水面における生息環境の再生と保全に向けた取組を推進していく必要があります。
　国では、「内水面漁業の振興に関する法律＊１」に基づいて策定された「内水面漁業の振興
に関する基本方針」（平成26（2014）年策定・平成29（2017）年変更）により、関係府省庁、
地方公共団体、内水面漁協等の連携の下、水質や水量の確保、森林の整備及び保全、自然と
の共生や環境との調和に配慮した多自然型川づくりを進めています。また、内水面の生息環
境や生態系を保全するため、堰

せ き

等における魚道の設置や改良、産卵場となる砂
さ

礫
れ き

底や植生の
保全・造成、様々な水生生物の生息場所となる石倉増殖礁（石を積み上げて網で囲った構造
物）の設置等の取組を推進しています。
　さらに、同法では、共同漁業権の免許を受けた者からの申し出により、都道府県知事が内
水面の水産資源の回復や漁場環境の再生等に関して必要な措置について協議を行うための協
議会を設置できることになっており、令和２（2020）年３月までに、山形県、岩手県、宮崎
県、兵庫県、東京都及び滋賀県において協議会が設置され、良好な河川漁場保全に向けた関
係者間の連携が進められています。

エ　気候変動による影響と対策
（特集第１節（２））

（気候変動には「緩和」と「適応」の両面からの対策が重要）
　気候変動は、海洋環境を通じて水産資源や漁業・養殖業に影響をもたらします。令和元

（2019）年９月に開催された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第51回総会」におい
て承認・受諾された「海洋・雪氷圏特別報告書＊２」の中では、気候変動がもたらす海洋環境
の変化が、地球全体のレベルで、海洋生物の分布、移動、個体数及び種構成を含む生態系全
体に影響を与えており、将来、海洋生物資源の減少に伴って潜在的な漁獲量が減少する可能
性が「中程度の確信度」をもって指摘されています。
　気候変動に対しては、温室効果ガスの排出抑制等による「緩和」と、避けられない影響に
対する「適応」の両面から対策を進めることが重要です（図１−12）。

＊１　平成26（2014）年法律第103号
＊２　正式名称：「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関するIPCC特別報告書」
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資料：農林水産省「農林水産省地球温暖化対策計画の概要」

温室効果ガスの増加
•化石燃料使用による二酸化
炭素の排出
•農地土壌からのメタン、一
酸化二窒素の排出等

気候要素の変化

気温上昇、降雨パターンの変
化、海面水位上昇、海水の酸
性化など

気候変動による影響

自然環境への影響
人間社会への影響
農作物等への被害

温室効果ガス排出削減・吸収源対策
◆農業分野
　（施設園芸、農業機械、畜産、農地土壌吸収源対策等）
◆食品分野
◆森林吸収源対策
◆水産分野
◆分野横断的対策
　（バイオマス利用、再生可能エネルギー導入等）
研究・技術開発
◆温室効果ガスの排出削減技術の開発
◆研究成果の活用の推進
国際協力
◆森林減少・劣化に由来する排出の削減等への対応
◆温室効果ガス削減に関する国際共同研究等の推進
◆国際機関等との連携

既に影響が生じており、社会、経済に特に影響が大きい項目
への対応
◆水稲や果樹の品質低下、病害虫・雑草の分布拡大、自然
災害等への対応

現在表面化していない影響に対応する、地域の取組を促進
影響評価研究、技術開発の促進
◆知見の少ない分野等における研究・技術開発を推進
気候変動がもたらす機会の活用
◆既存品種から亜熱帯・熱帯果樹等への転換等を推進
適応に関する国際協力
◆国際共同研究及び科学的知見の提供等を通じた協力
◆国際機関への拠出を通じた国際協力
◆技術協力

農林水産省地球温暖化対策計画（緩和策） 農林水産省気候変動適応計画（適応策）

一体的に推進

農林水産分野における地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進

図1－12　気候変動と緩和策・適応策の関係

　緩和に関しては、平成28（2016）年５月に地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進する
ための政府の総合計画として閣議決定された「地球温暖化対策計画」を踏まえ、平成29（2017）
年３月に「農林水産省地球温暖化対策計画」が策定され、水産分野では、温室効果ガス排出
削減・吸収源対策として、省エネルギー型漁船の導入の推進等の漁船の省エネルギー対策、
二酸化炭素の吸収・固定に資する藻場等の保全・創造対策の推進により、地球温暖化対策を
講じていくことが盛り込まれました。さらに、令和元（2019）年６月に閣議決定された「パ
リ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」において、ICTを活用した「スマート農林水産
業」の実現や漁船の電化・水素燃料電池化の推進等により温室効果ガス排出削減を図ること、
海洋生態系に貯留される炭素（ブルーカーボン＊１）について二酸化炭素の吸収源としての可
能性を追求すること等が明記されました（図１−13）。

＊１　国連環境計画（UNEP）により平成21（2009）年に提唱された。
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資料：（研）水産研究・教育機構（Hori et al. （2018） を改変）

図1－13　ブルーカーボンによる二酸化炭素吸収・貯留の仕組み

　　　 

“吸収”

溶存CO2 重炭酸イオンと炭酸イオン

Sequestration by 
marine plants
海洋植物による
“隔離”

難分解性物質・堆積物による“貯留”

石灰化生物
による溶存
CO2の排出

呼
吸
や
他
の
分
解
プ
ロ
セ
ス
を

経
た
排
出

食
物
連
鎖
中
の
炭
素
流
動

（1）大気中のCO2と海水中のCO2の交換

その他の炭酸塩
（貝殻、骨など）

（2）生物中の有機炭素

（4）堆積物中に埋没した炭素

（3）Refractory Organic
Carbon
難分解性有機炭素

大気中のCO2

　一方、適応については、平成27（2015）年に、「気候変動の影響への適応計画」が閣議決
定されるとともに、農林水産分野における適応策について、「農林水産省気候変動適応計画」
が策定されました。平成30（2018）年６月には、気候変動適応を法的に位置付ける「気候変
動適応法＊１」が公布され、同年11月に「気候変動適応計画」が閣議決定されたことを踏まえ
て、「農林水産省気候変動適応計画」も改定されました。水産分野においては、海面漁業、
海面養殖業、内水面漁業・養殖業、造成漁場及び漁港・漁村について、気候変動による影響
の現状と将来予測が示され、当面10年程度に必要な取組を中心に工程表が整理されました（表
１−３）。例えば、海面養殖業では、高水温耐性等を有する養殖品種の開発、有害赤潮プラ
ンクトンや疾病への対策等が求められています。高水温耐性を有する養殖品種開発について
は、ノリについての研究開発が進んでいます。既存品種では水温が23℃以下にならないと安
定的生産ができないため、秋季の高水温が生産開始の遅れと収獲量の減少の一因になると考
えられています。そこで、育種により24℃以上でも２週間以上生育可能な高水温適応素材を
開発し、野外養殖試験を行った結果、高水温条件下での発育障害が軽減されることが観察さ
れたことを受け、実用化に向けた実証実験が開始されています（図１−14）。魚病については、
水温上昇に伴い養殖ブリ類の代表的な寄生虫であるハダムシの繁殖可能期間の長期化が予測
されています。ハダムシがブリ類に付着すると、魚が体を生け簀の網に擦り付けることで表
皮が傷つき、その傷から他の病原性細菌等が体内に侵入する二次感染によって養殖ブリ類が
大量に死亡することがあります。そのため、ハダムシの付着しにくい特徴を持つ系統を選抜

＊１　平成30（2018）年法律第50号
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し、その有効性を検証する試験を行っています。さらに、赤潮については、被害を未然に防
止するため、天候や水質等を詳細に解析することにより、３日前までに高精度で発生を予測
する技術の開発を進めています。また、造成漁場では、海水温上昇による海洋生物の分布域・
生息場所の変化を的確に把握し、それに対応した水産生物のすみかや産卵場等となる漁場整
備が求められています。山口県の日本海側では、寒海性のカレイ類が減少する一方で、暖海
性魚類のキジハタにとって生息しやすい海域が拡大していることを踏まえ、キジハタの成長
段階に応じた漁場整備が進められています。

気候変動による海洋生物の分布域の変
化の把握及びそれに対応した漁場整備
の推進

海洋環境の変化に対応しうるサケ稚魚
等の放流手法等の開発

多くの漁獲対象種の分布域が北上高水温が要因とされる分布・回遊
域の変化

北方系魚種の減少 シロサケ・サンマの減少・小型化

現　　状 将来予測 取　　組

内水面漁業・養殖業

造 成 漁 場

漁 　 港 ・ 漁 　 村

高水温耐性等を有する養殖品種の開発養殖ノリについて、種付け時期の
遅れによる年間収穫量の減少

養殖適地が北上し、養殖に不適に
なる海域が出ることが予測

河川湖沼の環境変化と重要資源の生息
域や資源量に及ぼす影響評価

琵琶湖の湖水循環の停滞と貧酸素
水の拡大

琵琶湖の貧酸素水の拡大による特
産品（イサザ）の減少

防波堤、物揚場等の漁港施設の嵩上げ
や粘り強い構造を持つ海岸保全施設の
整備を引き続き計画的に推進

波高や高潮偏差増大により、漁港
施設等への被害が及ぶおそれ

太平洋沿岸では、秋季から冬季に
かけての波高の増大等の事例

海 面 養 殖 業

海 面 漁 業

資料：農林水産省「農林水産省気候変動適応計画概要」に基づき水産庁で作成

表1－3　農林水産省気候変動適応計画の概要（水産分野の一部）

資料：（研）水産研究・教育機構
注：1） 生産開始日の遅れ及び収穫量の変化には、地球温暖化以外の要因も考えられる。
2） 植物細胞、細菌、菌類などから細胞壁を取り除いた細胞。

活用
•共生細菌
•遺伝子　など

•生産の安定化
•生産量の増大24℃以上で２週間以上

生育可能なノリ育種素材

ノリ生産開始日の経年変化

28

21

14

7

0
昭和59
（1984）

平成2
（1990）

8
（1996）

14
（2002）

20
（2008）

26
（2014）

年

採
苗
開
始
日
（
10
月
の
日
付
）

細胞融合技術やプロトプラスト（注２）選抜技術等の
育種技術を用いた高水温適応素材開発の流れ

活用

融合細胞（矢印）

プロトプラスト

ノリ生産開始日の遅れ（注１）

図1－14　ノリ養殖における秋季高水温の影響評価と適応計画に基づく取組事例

オ　海洋におけるプラスチックごみの問題
（特集第１節（２））

（海洋プラスチックごみの影響への懸念の高まり）
　海に流出するプラスチックごみの増加の問題が世界的に注目を集めています。年間数百万
トンを超えるプラスチックごみが海洋に流出しているとの推定＊１もあり、我が国の海岸にも、

＊１　Jambeck et al. （2015） による。
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海外で流出したと考えられるものも含めて多くのごみが漂着しています。
　海に流出したプラスチックごみは、海鳥や海洋生物が誤食することによる生物被害や、投
棄・遺失漁具（網やロープ等）に海洋生物が絡まって死亡するゴーストフィッシング、海岸
の自然景観の劣化など、様々な形で環境や生態系に影響を与えるとともに、漁獲物へのごみ
の混入や漁船のスクリューへのごみの絡まりによる航行への影響など、漁業活動にも損害を
与えます。さらに、紫外線等により次第に劣化し破砕・細分化されてできるマイクロプラス
チックは、表面に有害な化学物質が吸着する性質があることが指摘されており、吸着又は含
有する有害な化学物質が食物連鎖を通して海洋生物へ影響を与えることが懸念されていま
す。
　我が国では、平成30（2018）年５月に閣議決定された「第３期海洋基本計画」の中で、関
係省庁が取り組む施策として海洋ごみへの対応が位置付けられたほか、同年６月に改正され
た海岸漂着物処理推進法＊１においてマイクロプラスチックの海域への流出抑制のため、事業
者による廃プラスチック類の排出抑制の努力義務が規定されました。さらに、令和元（2019）
年５月には、「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」が関係閣僚会議で策定された
ほか、海岸漂着物処理推進法に基づく「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため
の基本的な方針」の変更及び「第四次循環型社会形成推進基本計画＊２」に基づく「プラスチ
ック資源循環戦略」の策定が行われ、海洋プラスチックごみ問題に関連する政府全体の取組
方針が示されました。

（環境に配慮した素材を用いた漁具の開発や漁業者による海洋ごみの持ち帰りを促進）
　海洋プラスチックごみの主な発生源は陸域であると指摘されていますが、海域を発生源と
する海洋プラスチックごみも一定程度あり、その一部は漁業活動で使用される漁具であるこ
とも指摘されています。
　そのような中、水産庁では、漁業の分野において海洋プラスチックごみ対策やプラスチッ
ク資源循環を推進するため、平成30（2018）年、漁業関係団体、漁具製造業界団体及び学識
経験者の参加を得て協議会を立ち上げ、平成31（2019）年４月に、同協議会が取りまとめた

「漁業におけるプラスチック資源循環問題に対する今後の取組」を公表しました。その主な
内容は、１）漁具の海洋への流出防止、２）漁業者による海洋ごみの回収の促進、３）意図
的な排出（不法投棄）の防止、４）情報の収集・発信であり、これらの取組は上記の「海洋
プラスチックごみ対策アクションプラン」等にも盛り込まれたものです。
　また、水産庁では、１）使用済み漁具の処理費用等による漁業者への負担を抑え、迅速か
つ適正なリサイクルを促進するための、漁具のリサイクル技術の開発・普及の推進や、海洋
に流出した漁具による環境への負荷を最小限に抑制するための、海洋生分解性プラスチック
等の環境に配慮した素材を用いた漁具の開発、２）環境省と連携し、環境省の「海岸漂着物
等地域対策推進事業」を活用して、操業中の漁網に入網するなどして回収される海洋ごみの
漁業者による持ち帰りの促進、３）水産多面的機能発揮対策事業により、漁業者や漁協等が
環境生態系の維持・回復を目的として、地域で行う海岸清掃の支援を実施しています（図１
−15）。さらに、我が国では、様々な地域で多種多様な漁業が営まれており、プラスチック

＊１　「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等
の処理等の推進に関する法律」（平成21（2009）年法律第82号）

＊２　平成30（2018）年閣議決定
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製漁具の利用・処理実態が必ずしも明らかではないことから、プラスチック製漁具の利用・
処理の実態調査を行うほか、業界団体・企業等による自主的な取組に係る情報の発信や、マ
イクロプラスチックが水産生物に与える影響についての科学的調査結果の正確な情報の発信
を行っていきます。
　さらに、環境省では、漂着ごみや漂流ごみ、海底ごみの組成や分布状況等に関する実態調
査を行うとともに、地方公共団体が行う漂着ごみ等の回収処理、発生抑制に対する財政支援
を行っています。
　海洋プラスチックごみ問題に対処するためには、その発生源の１つとなっている私たちの
生活における対策も重要です。生活ごみの適切な管理やリサイクルの促進に加え、使い捨て
型ライフスタイルの見直しや、用途に応じた生分解性素材を含む代替素材の活用等、日常生
活で使用する素材の再検討が求められています。

図1－15　漂流ごみ等の回収・処理について（入網ごみ持ち帰り対策）

自治体、漁業関係団体等を
通じて、協力依頼・助言

操業中に回収した
海洋ごみを持ち帰り

持ち帰りされた
海洋ごみを処分

自治体に協力依頼
海岸漂着物等地域対策
推進事業による支援

水産庁 環境省連 携

漁業者 自治体
漁業者を含む関係者と具体的な
実施方法について検討し、受入・
処理体制を構築

受入・処理体制の例

（写真）香川県提供

カ　海洋環境の保全と漁業
（適切に設置・運営される海洋保護区により、水産資源の増大が期待）
　漁業は、自然の生態系に依存し、その一部を採捕することにより成り立つ産業であり、漁
業活動を持続的に行っていくためには、海洋環境や海洋生態系を健全に保つことが重要です。
　平成22（2010）年には、「生物の多様性に関する条約（生物多様性条約）」の下で、令和２

（2020）年までに沿岸域及び海域の10％を海洋保護区（MPA）又はその他の効果的な手段で
保全することを含む「愛知目標」が採択されました。このMPAに関する目標は、平成24（2012）
年に開始された国連環境開発会議（リオ＋20）においても成果文書に取り上げられたほか、
平成27（2015）年に国連で合意された「持続可能な開発目標（SDGs）」においても同様に規
定されています。
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　我が国において、MPAは、「海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全及
び生態系サービスの持続可能な利用を目的として、利用形態を考慮し、法律又はその他の効
果的な手法により管理される明確に特定された区域」と定義されており、必ずしも漁業禁止
区域を意味するものではなく、「水産資源保護法＊１」上の保護水面や「漁業法」上の共同漁
業権区域等が含まれます。漁業者の自主的な共同管理によって、生物多様性を保存しながら、
これを持続的に利用していくような海域であることは、日本型海洋保護区の一つの特色です。
また、適切に設置され運営されるMPAは、海洋生態系の適切な保護を通じて、水産資源の
増大にも寄与するものと考えられます。MPAの設置に当たっては、科学的根拠を踏まえた
明確な目的を持ち、それぞれの目的に合わせて適切な管理措置を導入することや、継続的な
モニタリングを通して効果的に運営していくことが重要です。なお、沖合区域における海底
の自然環境の保全を図るため、新たなMPA（「沖合海底自然環境保全地域」）制度の措置を
講ずる「自然環境保全法の一部を改正する法律＊２」が平成31（2019）年４月に公布されまし
た。

（６）　野生生物による漁業被害と対策

ア　海洋における野生生物による漁業被害
（トド管理に必要な「採捕数の設定」等の規定を改正）
　海洋の生態系を構成する生物の中には、漁業・養殖業に損害を与える野生生物（有害生物）
も存在し、漁具の破損、漁獲物の食害などをもたらします。各地域で被害をもたらす有害生
物に対しては、都道府県等が被害防止のための対策を実施していますが、都道府県の区域を
越えて広く分布・回遊する有害生物で、広域的な対策により漁業被害の防止・軽減に効果が
見通せるなど一定の要件を満たすもの（大型クラゲ、トド、ザラボヤ等）については、国が
出現状況に関する調査と漁業関係者への情報提供、被害を効果的・効率的に軽減するための
技術の開発・実証、駆除・処理活動への支援等に取り組んでいます（図１−16）。
　特に、北海道周辺では、トド等の海獣類による漁具の破損等の被害が多く発生しています
が、水産庁が平成26（2014）年に策定した「トド管理基本方針＊３」では、管理の開始から５
年後に所要の見直しを行うこととされていることから、専門家からなる「トド管理基本方針
の見直しに向けた検討会」を３回開催し、トドの管理に関する考え方等について科学的・技
術的見地から助言を得て、令和元（2019）年８月に、今後のトド管理に必要な「採捕数の設
定」等の規定を改正しました。

＊１　昭和26（1951）年法律第313号
＊２　平成31（2019）年法律第20号
＊３　10年後に来遊する個体群の個体数を平成22（2010）年の水準の60％まで減少させることを目標に、採捕数の設定

や各種調査が実施されている。
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イ　内水面における生態系や漁業への被害
（オオクチバス等の外来魚やカワウの防除の取組を推進）
　内水面においては、オオクチバス等の外来魚やカワウによる水産資源の食害が問題となっ
ています（図１−16）。このため、国では、「内水面漁業の振興に関する基本方針」に基づき、
カワウについては、被害を与える個体数を令和５（2023）年度までに半減させる目標の早期
達成を目指し、カワウの追い払いや捕獲等の防除対策を推進しています。また、外来魚につ
いては、その効果的な防除手法の技術開発のほか、電気ショッカーボートや偽の産卵床の設
置等による防除の取組を進めています。

①大型クラゲ
　国際共同調査

大型クラゲの出現動向を迅
速に把握するための日中韓
共同による大型クラゲのモ
ニタリング調査等

②有害生物調査及び
　情報提供

有害生物の出現状況・生態
の把握及び漁業関係者等へ
の情報提供等

③有害生物による
　被害軽減技術の開発

音響発生装置を用いたトド
追い払い手法の実証、海洋
環境に応じたヨーロッパザ
ラボヤの付着モニタリング
体制の構築等

④有害生物による
 　被害軽減対策

有害生物の駆除・処理、改
良漁具の導入促進といった
被害軽減対策等

〈カワウ〉

〈オオクチバス〉

個体数と分布域が拡
大し、食害が問題化

外来魚による食害

〈ヨーロッパザラボヤ〉

〈トド〉

養殖ホタテガイに
大量に付着

トドによる漁獲物の食害

海面 内水面

図1－16　国が行う野生生物による漁業被害対策の例
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　カワウは、日本全体に分布しており、アユを始めとする内水面の水産資源を大量に捕食（１日に500g/

羽）するため、全国の内水面漁業者を悩ませています。

　このため、内水面漁業者は、カワウ被害対策として、１）銃器による捕獲、２)案
か か し

山子やロケット花火

を使った追い払い、３）釣竿を使用した樹木へのテープ張りや梯
は し ご

子を使った巣中へのドライアイス投入

による繁殖抑制を行っています。しかし、カワウもさるもの、既存の手法が使えない地域（例えば、高木、

ダムサイド、銃器が使用できない場所）での増加がみられるようになりました。

　さらに、漁業者の高齢化・減少が進んでいることもあいまって、営巣木が高所で届かない、近づけない、

又は対策を行いたい場所が危険等の理由から対応困難となっている現場もあります。

　そこで、水産庁では、平成28（2016）年度よりドローン等を活用

したカワウ繁殖抑制技術の開発を進め、これまでにドローンを活用

した１）テープ張り及びドライアイス投下手法による繁殖抑制、２）

スピーカーによる追い払い技術が開発されています。これら技術に

ついてはマニュアル化され、内水面漁業者の安全かつ効率的な被害

対策の実施、負担軽減に役立っています。

　カワウは在来種であり、今後も人間との共生を図っていかなけれ

ばなりません。まだカワウ対策に関する技術開発は始まったばかり

であり、今後、技術が進歩し、より効率的なカワウ対策が期待され

ます。

　なお、カワウは人がいるところには寄り付きません。釣りに行く

ことはカワウ対策にもなるということです。休日は釣りを楽しみつ

つカワウ対策に貢献してみませんか。

図：効率的なカワウ対策

既存のカワウ対策手法

ドローン等を活用したカワウ繁殖抑制技術等開発

対応困難
届かない！
近づけない！
危険！

●既存の手法の使用が困難な地域でのカワ
ウの増加（例：高木、ダムサイド、銃器
使用不可）
●漁業者の高齢化・減少・労働力低下

①ドローンを利用したテープ張り・ドライアイス投下手法の技
術開発
　（安全対策、適切な飛行環境、機体構造等の検討）

②ドローンを利用したカワウ被害対策を安全かつ効果的に実施
するための漁業者向けマニュアル作成・普及

③その他、ドローン等の先端技術を活用した被害対策技術開発
の検討

樹木へのテープ張り
による繁殖抑制（釣
り竿使用）

巣中の卵へのドライ
アイス投入による繁
殖抑制（梯子＋棒）

高い森林やダムサイド地域など

ドローンを利用した樹木へのテープ張り

カワウ被害対策における問題点

効果的な被害対策の実施・内水面漁業者の負担軽減へ

ドローンなら
高所や危険な
場所でも対応
可能　　　　

事業の目標

カワウマニュアル




